
委託担当

電　　話 671-4539

特定建築物等の定期報告対象建築物調査業務委託

横浜市内

横浜市建築局建築指導課

■期間　契約締結日から令和５年12月22日まで

　　ま た は 期 限

□確定契約　　　　　　　　　　■概算契約

別添仕様書のとおり

■不要

□要　（　月　日　時　分　　場所　　　　　　　）

(1)　建築物調査業務

(2)　データシート等作成業務

(3)　打ち合わせ協議

７　委　託　概　要

受付番号

１　委　　託　　名

２　履　行　場　所

３　履　行　期　間

４　契　約　区　分

連絡先

令和５年度　　　一般会計歳出　第１０款１項１目建築行政総務費　１２節委託料

種目番号
-

設　　計　　書

５　その他特約事項

６　現　場　説　明

建築局　建築指導課　建築安全担当

横浜市建築局
－１－



８　部　　分　　払

　　□す　る

　　■しない

履行予定月 月数 単位 単価(円) 金額(円)

特定建築物等の定期報告対
象建築物調査業務委託

　委託代金額　　
　(概算金額) .-

内　訳　業　務　価　格 .-

消費税及び地方消費税相当額 .-

部　　分　　払　　の　　基　　準

業務内容

横浜市建築局
－２－



業務内容 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要

直接調査費

1　建築物調査業務

（ア）エリア調査 (120) 件

（イ）検査済調査 (70) 件

2　データシート等作成業務

データシート等作成業務 (190) 件

3　打ち合わせ協議

業務着手時打ち合わせ 1 回

中間報告 1 回

成果物納品時報告 1 回

小計 直接調査費合計

諸経費 1 式

合　　　　計

委託価格

消費税及び地方消費税相当額 消費税10%

委 託 代 金 額

内　　訳　　書

※概算数量の箇所は、数量及び金額を()で囲む

横浜市建築局
－３－



特定建築物等の定期報告対象建築物調査業務委託仕様書 

 

 
横浜市建築局 

建築指導部建築指導課 

 

 

 

１ 本業務委託の目的 

既存建築物の安全確保を図るため、建築基準法第 12 条に基づく定期報告が必要となる建築物の

所有者等に対しては、その提出を求める通知を送付している。しかし、既存建築物の利用形態が変

更されると、これに伴い当該建築物の定期報告の対象に係る判定も変更になることがあるため、現

況の利用形態に基づいて対象を把握することが必要である。 

以上を踏まえ、本業務委託では、現況で定期報告の対象となる既存建築物を特定、把握すること

を目的とする。 

 

２ 履行期間 

契約締結の日から令和５年 12 月 22 日まで 

 

３ 本業務委託の内容 

本市が指定する調査エリア（別添資料１：調査エリア図参照）及び令和３年に検査済証が交付さ

れた建築物（別添資料２：検査済証等交付建築物リスト参照）のうち、定期報告の対象となる可能

性のあるものを抽出し、現地調査及び建築物の所在する敷地の地名地番と登記事項の調査を行う。

また、これらの情報について、本市が提供する参考様式（別添資料３：データシート参考様式参照）

に基づいてデータシート化を行う。 

具体的には、以下(1)、(2)及び(3)の業務を行うこととする。 

 

(1) 建築物調査業務 

  ①調査対象 

   ア 本市が指定する調査エリア（おおむね 120 棟分） 

提供資料：対象エリアの建物登記情報「別添資料４：登記情報データサンプル」 

 

   イ 令和３年に検査済証が交付された建築物（おおむね 70 棟分） 

     提供資料：「別添資料２：検査済証等交付建築物リスト」及び建築物情報データ 

     ※調査箇所は別途協議。 

 

  ②調査方法 

提供資料に基づき、定期報告が必要となる建築物について現地調査を行い、外観や看板等を

基に建築物の階別の用途等を調査する。また、この調査による情報を反映し、定期報告の対象

に係る判定を確定する。 

 

 

 

 

 

 

 



(2) データシート等作成業務 

建築物情報データ、(1)建築物調査業務で得られた情報及び判定結果を整理し、データシー

トを作成する。データシートは、別添資料３：データシート参考様式に基づいて Microsoft 

Excel により作成すること。なお、データシート作成に際し、３(1)①ア及びイのデータはそれ

ぞれ別の Microsoft Excel ファイルにて作成すること。 

また、定期報告が必要及び必要となる可能性がある建築物について、所在地のプロット地図

（S＝1：1500 程度）を作成する。なお、データシートとプロット地図は番号で紐付けができ

るようにすること。 

加えて、本市が提供する登記情報データ（別添資料４：登記情報データサンプル参照）に 

基づき、定期報告が必要となる可能性のある建築物の所有者の氏名及び住所（地番・家屋 

番号と住居表示）、郵便番号等についてデータシートに整理する。 

なお、データシートを作成する際は、各種情報をソート、抽出することが可能なものとする。 

 

 (3) 打ち合わせ協議 

 受託者と本市で協議の上、適当な日時を決定し、業務着手時及び成果物納品時に打ち合わせ

並びに中間報告を行う。中間報告では、受託者が本業務の履行状況等の報告を本市に行う。 

  

４ 成果品 

本業務終了後、以下の成果品を、電子データを記録媒体(CD-R)で記録したもの１部を提出するこ

と。なお、成果品、作成した資料及びその著作権は横浜市の所有とする。 

(1)  本調査業務の結果の概要を記載した報告書 

 ・業務名、履行箇所、契約期間、委託者及び受託者、調査の時期等 

(2) 本業務により作成したデータシート 

・建物名称、定期報告書の判定（要・否・不明）、所在地（住所、地名地番、家屋番号）、階別用

途と登記上床面積、所有者名、所有者郵便番号・住所、備考等を記載したもの。 

(3) 情報精査を行った建築物のプロット地図（定期報告対象判定の要・不明判定の建物） 

 

５ 準拠する関係規定  

   本委託業務の実施にあたり、設計図書及び本仕様書によるほか、以下の関係規定に準拠して行う

ものとする。 

(1)  委託契約約款 

(2)  個人情報取扱特記事項 

(3)  電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

６ 留意事項（注意事項） 

(1) 本調査業務の遂行にあたっては、業務目的を十分満足するよう、適宜担当職員と協議、検討及

び必要事項の報告を行うこと。 

(2) 本市が提供するデータ（個人情報に関するものを含む）について、以下を遵守すること。 

ア 電子データについては、電子媒体（CD-R 等）を用いた手渡しでのやり取りのみに留め、 

E-メール等ネットワークを媒介したやり取りを行わないこと。 

    イ 個人情報を含むデータを電子媒体（CD-R 等）により受け渡す場合は、パスワードで保護す

ること。紙媒体により受け渡す場合は、紛失等による流出を防ぐための措置を講ずること。 

ウ 業務履行後、横浜市が提供した電子データ及び紙媒体を速やかに返却すること。 

また、業務履行に当たり複製等を行ったデータについては、紙媒体のものは速やかに 

シュレッダーで裁断し、電子媒体のものは完全に削除する等の処置により適切に破棄を 

行い、その旨を担当職員へ報告すること。 

 



(3) 現地調査時は、以下の点に留意すること。 

    ア 受託者は、調査に先立ち調査員に対して研修（個人情報に関するものを含む）を行うこと。 

 イ 調査員は、本市が発行する本業務委託の調査員であることの証明書を携帯すること。 

また、証明書の管理は受託者が行うこと。 

 ウ 調査員は、調査時等に市民からの問い合わせ等があった場合は適切に対応すること。 

また、調査員は、トラブルがあった際は速やかに業務責任者に報告のうえ対応を協議し、 

業務責任者は遅滞なく担当職員にその旨を報告し、必要な指示を受けること。 

 エ 調査時の行動や服装には十分に留意し、市民に誤解を与えないよう努めること。 

 オ 調査中は、書類の混入や紛失が発生しないよう十分に注意すること。 

  (4) 受託者は、業務上知りえた秘密を、履行期間中だけでなく、履行期間終了後も守らなけれ

ばならない。 

  (5) 通信費、交通費、郵送費、事務用品費等の事務経費については、受託者の負担とする。 

(6) 受託者は、業務の実施に当たり、作業員に対する労働基準法、労働安全衛生法及びその他 

関連法規に関する一切の責を負うこと。 

 

以上 



別添資料１：調査エリア図

調査範囲：横浜駅西口周辺（西区　北幸1・２丁目、南幸１・２丁目）

横浜駅



申請対象 処分年月日 処分番号
建築主等
氏名

建築主等
郵便番号

建築主等
住所

建築物等
名称

地名地番 住居表示 用途
元確認番
号

元確認番号
日付

検査対象
床面積

敷地等に
関する情
報備考内
容

⽤途
（2017台帳）

延べ床⾯積
（2017台帳）

地上階数
（2017台帳）

地下階数
（2017台帳）

建築⾯積
（2017台帳）

⽤途
（2016台
帳）

延べ床⾯積
（2016台
帳）

地上階数
（2016台
帳）

地下階数
（2016台
帳）

建築⾯積
（2016台
帳）

⽤途
（2015台
帳）

延べ床⾯積
（2015台
帳）

地上階数
（2015台
帳）

地下階数
（2015台
帳）

建築⾯積
（2015台
帳）

1 建築物 20170401
△△△００００
００００

○○　○
○

○○○ー
○○○○

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

（仮）○○
新築工事

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○

物品販売
店舗・住宅

△△△００
００００００

20170401 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0
物品販売
店舗・住宅

○○.○○ 4 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 建築物 20170402
△△△００００
０００１

株式会社
○○

150-0002

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

（仮）○○
新築工事

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○

物販店
舗、事務
所、共同
住宅

△△△００
０００００１

20170402 ○○.○○ 0
物販店舗、
事務所、共
同住宅

○○.○○ 8 1 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 建築物 20170403
△△△００００
０００２

株式会社
○○　代
表取締役
○○　○
○

233-0007

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

株式会社
○○　様
邸新築工
事

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○

介護付き
有料老人
ホーム

△△△００
０００００２

20170403 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0
介護付き
有料老人
ホーム

○○.○○ 3 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 建築物 20170404
△△△００００
０００３

○○　○
○

151-0053

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

（仮称）○
○計画　Ａ
棟　新築
工事

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市青
葉区○○
町○○

老人ホー
ム

△△△００
０００００３

20170404 ○○.○○ 0

老人ホーム
（３９戸）　デ
イサービス
（１戸）

○○.○○ 6 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 建築物 20170405
△△△００００
０００４

○○　○
○

240-0006

神奈川県
横浜市保
土ケ谷区
○○町○
○番地

○○ＰＪ
様邸新築
工事

神奈川県
横浜市保
土ケ谷区
○○町○
○番地

神奈川県
横浜市保
土ケ谷区
○○町○
○

共同住宅
（４戸）　ク
リーニング
店　日用
品の販売
を主たる目
的とする店
舗

△△△００
０００００４

20170405 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0

共同住宅
（４戸）　ク
リーニング
店　日用
品の販売
を主たる目
的とする店
舗

○○.○○ 3 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 建築物 20170406
△△△００００
０００５

○○株式
会社　取
締役社長
○○　○
○

254-0811

神奈川県
横浜市戸
塚区○○
町○○番
地

○○　様
邸新築工
事

神奈川県
横浜市戸
塚区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市戸
塚区○○
町○○

ホテル
△△△００
０００００５

20170406 ○○.○○ 0 ホテル ○○.○○ 10 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

7 建築物 20170407
△△△００００
０００６

株式会社
○○　代
表取締役
○○　○
○

104-8023

神奈川県
横浜市西
区○○町
○○番地

（仮称）○
○ビル新
築工事

神奈川県
横浜市西
区○○町
○○番地

神奈川県
横浜市西
区○○町
○○

飲食店、
物販店、
店舗（サー
ビス）

△△△００
０００００６

20170407 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0

飲食店、
物販店、
店舗（サー
ビス）

○○.○○ 4 1 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 建築物 20170408
△△△００００
０００７

○○　○
○

234-0054
｜

神奈川県
横浜市中
区○○町
○○番地

（仮称）○
○ビル新
築工事

神奈川県
横浜市中
区○○町
○○番地

神奈川県
横浜市中
区○○町
○○

診療所・そ
の他

△△△００
０００００７

20170408 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
診療所・そ
の他

○○.○○ 10 1 ○○.○○

9 建築物 20170409
△△△００００
０００８

○○　○
○

234-0052

神奈川県
横浜市港
南区○○
町○○番
地

　有限会
社○○店
様邸

神奈川県
横浜市港
南区○○
町○○番
地

神奈川県
横浜市港
南区○○
町○○

物品販売
業を営む
店舗・共同
住宅

△△△００
０００００８

20170409 ○○.○○ 0 0 0 0 0 0

物品販売
業を営む
店舗・共同
住宅２戸

○○.○○ 3 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A

10 建築物 20170410
△△△００００
０００９

有限会社
○○　代
表取締役
○○　○
○

220-0071

神奈川県
横浜市旭
区○○町
○○番地

（仮称）○
○ビル　増
築工事

神奈川県
横浜市旭
区○○町
○○番地

神奈川県
横浜市旭
区○○町
○○

飲食店
麻雀店　エ
ステ美容
店

△△△００
０００００９

20170410 ○○.○○ 0
飲食店　麻
雀店　エステ
美容店

○○.○○ 8 0 ○○.○○ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

別添資料２：検査済証等交付建築物リスト



用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積 用途 面積

1 2 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

有限会社　○○商店 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○
料理店・映
画館

地下○階付○階
建

○○ 不明 ○○ 居酒屋 ○○ 空室 ○○ 居酒屋 ○○ 料理店 ○○

2 3 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

株式会社　○○ビル 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ 不明 ○○
遊技場
(ﾊﾟﾁﾝｺ)

○○
遊技場
(ﾊﾟﾁﾝｺ)

○○
遊技場
(ﾊﾟﾁﾝｺ)

○○ 不明 ○○

3 6 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 不要
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 店舗・居宅
地下○階付○階
建

○○ 空室 ○○
消費者
金融

○○
遊技場
(麻雀)

○○
遊技場
(ﾊﾟﾁﾝｺ)

○○
4Fﾀﾞﾝｽ
教室 ○○

5F配膳
人紹介
所

○○ ○○ ○○ ○○ ○○

判定対
象外

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 遊技場
地下○階付○階
建

○○ ○○ ○○ ○○

4 9 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

株式会社　○○ 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内北側

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ 不明 ○○
飲食店
(ﾏｯｸ)

○○
飲食店
(ﾏｯｸ)

○○
飲食店
(ﾏｯｸ)

○○
飲食店
(ﾏｯｸ)

○○

要
000-
0000

有限会社　○○プロパ
ティーズ

建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内北側

○番○ 事務所
地下○階付○階
建

○○ ○○ ○○ ○○ ○○

5 10 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 不要
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○
遊技場
(ﾊﾟﾁﾝｺ)

○○
レンタル
ビデオ
居酒屋

○○
レンタル
ビデオ

○○
レンタル
ビデオ

○○ 不明 ○○

6 11 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

○○　株式会社 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内北東側

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ 不明 ○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○ 不明 ○○

要
000-
0000

有限会社　○○ 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南西側

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

7 12 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

有限会社　○○ 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ 不明 ○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○
遊技場
(ｹﾞｰｾﾝ)

○○

要
000-
0000

有限会社　○○ 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

8 13 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

○○　○○（個人） ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗 ○○ スナック ○○

要
000-
0000

株式会社　○○○ 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗 ○○ スナック ○○

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗 ○○ スナック ○○ スナック ○○

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗 ○○ スナック ○○ スナック ○○ 不明 ○○

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

要
000-
0000

○○　○○　持分○
分の○

○○市○区○○町○番○号

9 14 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○

不明
所有区
分用途
不明

○○ビル　株式会社 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ バー ○○
料理店
物販
(DVD)

○○
物販
(DVD)

○○
物販
(DVD)

○○
物販
(DVD)

○○

不明
所有区
分用途
不明

○○ビル　株式会社 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ ○○

不明
所有区
分用途
不明

○○ビル　株式会社 建物所有者 ○○市○区○○町○番○号

横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○
鉄筋コンクリート造陸屋根地下○階
付○階建の内南○階

○番○の○ 店舗
地下○階付○階
建

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

倉庫 ○○ ○○ ○○ ○○

10 26 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

株式会社　○ ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○
店舗・事務
所

地下○階付○階
建

○○
物販(洋
服)

○○ 飲食店 ○○
物販(ｹﾞｰ
ﾑ)

○○
物販(ｹﾞｰ
ﾑ)

○○
遊技場
(麻雀)

○○ 物販(本) ○○ 物販(本) ○○ 事務所 ○○ 物販 ○○ ○○ 事務所 ○○
昭和○年○月○
日変更、増築

11 28 ○○ビル ○区○一丁目○番○号 ○○ ○○ 要
000-
0000

○○　株式会社 ○○市○区○○町○番○号
横浜市○区○一丁目　○番○、○
番○

○番○
店舗・事務
所

地下○階付○階
建

○○ バー ○○ 料理店 ○○ パブ ○○ 居酒屋 ○○ 居酒屋 ○○ 飲食店 ○○ 飲食店 ○○ 飲食店 ○○ 事務所 ○○

物件所有者

別添資料3：データシート参考様式

登記
家屋
番号

①種類地区
連
番

対象物名称 住所
延べ
面
積

要
・

不要
・

不明

物件所有者
(法人名）

所有者住所

建
築
面
積

７階 １０階以上階層 ８階 ９階

物件
所有
者郵
便番
号

備考番号 地下２階 地下１階 ５階 ６階１階 ２階 ３階 ４階物件所在地
登記
延べ
面積



別添資料４：登記情報データサンプル
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委 託 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代

金を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す

る本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工

程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、

委託者が必要がないと認めたときは、省略することができ

る。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規

定する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書

を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が

必要がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。                          

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。                              

（著作権の譲渡等）                            

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合に

は、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条か

ら第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託

者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻

案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、

当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に

無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とする

ものとする。                      

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。                               

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。                  

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行

令和２年４月 
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の目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定に

かかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表すること

ができる。                                       

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                      

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（

著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受託者が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。                                     

７ 受託者は、次条第１項ただし書の規定により第三者に委

任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を

当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな

らない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場

合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項

を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）                             

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方

法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らな

かったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。                                

（特許権等の発明等）                           

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。                                   

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。                           

（現場責任者等）                              

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休

日を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も

同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。                              

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名

を受託者に通知しなければならない。監督員を変更した

ときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又

は交通事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任し

ている場合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に

属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受

託者に通知しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの

約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が

必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に

定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場

責任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容

と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分

担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限

の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一

部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、

受託者に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款

に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につい

ては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達し

た日をもって委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める

監督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）                                

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。         

（材料の品質、検査等）                          

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。                                      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指

定された材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接必要

な費用は、受託者の負担とする。                          

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。                                       
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（支給材料及び貸与品）                          

第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料

」という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」とい

う。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。               

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。                            

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。                      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。       

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。                                 

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。                  

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。                     

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（第２項の検査により発見するこ

とが困難であったものに限る。）があり、使用に適当でな

いと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなけ

ればならない。この場合においては、第４項、第５項及び

第７項の規定を準用する。                                 

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。       

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。             

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）                

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。                      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。       

（条件変更等）                               

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。                

 (1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。                      

 (2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。            

 (3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。       

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。                                    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をと

りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知し

なければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託

者に通知することができないやむを得ない理由があるとき

は、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延

長することができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。                   

 (1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

 (2) 第１項第２号又は第３    委託者が行う。            

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

 (3) 第１項第２号又は第３    委託者と受託者とが協 

  号に該当し、設計図書を    議して行う。 

変更する場合で、契約の 



個人情報取扱特記事項 

（令和５年４月） 

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 本件事務を処理する目的以外での利用 

 (2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第１号様式） 

安全管理措置報告書          
調 査 項 目 内 容 

１ 業者名  

□横浜市競争入札有資格者 □その他（             ） 

□横浜市出資法人（条例第 条） 

２ 業務の作業担当部署名  

３ 業務の現場責任者役職名  

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ 

□その他の資格（                      ） 

□個人情報関係の損害保険に加入 

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 

□その他の規程（                     ） 

□規程なし 

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（                          ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

 

 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

 (1) 対応規程・マニュアル

等がある場合 

名 称  

内 容  

 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合 

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについ

て、なるべく具体的に記載してください。） 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制  

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電

子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受

託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

 (1) 作業施設の入退室管

理 

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ 

□作業者以外の入室可（□上記外    名 □その他） 

 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等） 

□あり □用紙記入 

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録 

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 

□その他（              ） 

 □その他（                  ） 

 (2) 個人情報の保管場所 

 

紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 (3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造 

□その他（                   ） 

 (4) 個人情報の運搬方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 

 

 (5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 (6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 

 

 

 

 



11 電算処理における個人情報保護対策  

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 

※実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。 

 (1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない 

 (2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない 

□作業機器は外部と接続している 

接 続 方 法 ： □ イ ン タ ー ネ ッ ト  □ 専 用 回 線  □ そ の 他

（       ） 

通信の暗号化：□している □していない 

 (3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている 
ＩＤの設定方法（                       ） 
パスワードの付け方（                     ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない 

 (4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (5) マルウェアを検知す

るシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている 

□上記以外（                          ） 

 (7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない 

 (8) 停電時のデータ消去

防止対策 

□無停電電源装置 □電源の二重化 

□その他（                           ） 

□なし 

 (9) その他の対策  

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

 

※ 実施機関所有のＰＣ、タ

ブレット等の電子計算機

のみを使用する場合には

記入不要です。 

□あり 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上で

の個人情報の取扱いはない 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個

人情報を取り扱っている 

□なし 

※「あり」の場合は、以下も記入してください。 
 (1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称 

 

 (2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等 

 

 



（第２号様式）  

（Ａ４）  

 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により準

用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の個

人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り

扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法

令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合

の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙（全 

枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項

を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り

扱うことを誓約いたします。 
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